
令和６年度のいきいきチケットを下記の日程で交付します。指定の場所で受
け取ってください。当日都合が悪い人は５月１日(水)以降に、長寿介護課、隼
人市民福祉課、各総合支所市民生活課で受け取れます。

令和６年度 霧島市いきいきチケット交付日程表

溝　辺▶▶▶▶▶▶　最寄りの会場で受け取ってください。
期日 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名

4/23
（火）

下有川公民館 8：40 ～ 9：00
全自治会対象

溝辺総合支所
市民生活課

（市民福祉グループ）
13：30 ～ 17：00 全自治会対象ふれあい温泉センター 9：30 ～ 10：30

竹子集会センター 10：50 ～ 11：30

4/24 
（水）

石峯自治公民館 8：40 ～ 9：30
全自治会対象

溝辺総合支所
市民生活課

（市民福祉グループ）
13：30 ～ 17：00 全自治会対象玉利自治公民館 9：50 ～ 10：30

崎森地区公民館 11：00 ～ 11：30

横　川▶▶▶▶▶▶　最寄りの会場で受け取ってください。
期日 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名
4/23
（火）

紫尾田活性化センター 9：30 ～ 10：00
全自治会対象

横川総合支所
市民生活課

（市民福祉グループ）
13：30 ～ 17：00 全自治会対象

茶屋公民館 10：10 ～ 10：40

4/24 
（水）

下植村公民館 9：00 ～ 9：30
全自治会対象

横川総合支所
市民生活課

（市民福祉グループ）
13：30 ～ 17：00 全自治会対象赤水消防拠点施設 9：50 ～ 10：20

下ノ地区集会施設 10：40 ～ 11：10

牧　園▶▶▶▶▶▶　
期日 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名
4/25
（木）

三体地区公民館 9：00 ～ 9：30 三体地区１～４区 持松地区公民館 13：30 ～ 14：00 持松地区１～４区
万膳地区公民館 10：00 ～ 10：40 万膳地区１～５区 中津川地区公民館 14：30 ～ 15：30 中津川地区1 ～ 8区・井田水

4/26 
（金）

高千穂地区
公民館 9：00 ～ 11：00 高千穂地区１～７区・母ヶ野・栗川・八長台

牧園総合支所
市民生活課

（市民福祉グループ）
13：30 ～ 17：00 牧園地区１～ 10区・福寿

全自治会対象

霧　島▶▶▶▶▶▶　最寄りの会場で受け取ってください。
期日 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名

4/25
（木）

緑の村 9：00 ～ 9：30

全自治会対象

多目的集会施設 14：10 ～ 14：30

全自治会対象
祓谷公民館 9：50 ～ 10：20 霧島公民館

（旧霧島保健福祉
センター）

14：45 ～ 15：10
市後柄公民館 10：35 ～ 10：45
田口地区公民館 11：00 ～ 11：30 霧島総合支所

市民生活課
（市民福祉グループ）

15：20 ～ 17：00
ながみず百笑館 13：30 ～ 13：50

隼　人▶▶▶▶▶▶

福　山▶▶▶▶▶▶
期日 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名

4/23 
（火）

大廻地区公民館 8：45 ～ 9：15 上大廻・中大廻・磯脇・磯新堀 池之谷公民館 13：30 ～ 14：00 堀之頭・池之谷・旭ヶ丘・国師
小廻地区公民館 9：30 ～ 10：00 小廻 砂走公民館 14：20 ～ 14：40 砂走

福山市民サービス
センター

（旧福山総合支所）
10：15 ～ 10：45 浦町・麓・南園 川路原公民館 15：00 ～ 15：30 川路原

新原公民館 15：40 ～ 16：20 新原福地地区公民館 11：20 ～ 11：35 福地

4/24 
（水）

比曽木野公民館 8：45 ～ 9：15 比曽木野          下牧之原公民館 10：50 ～ 11：40 下牧之原

佳例川地区
体育館 9：50 ～ 10：20 割子田・池田・牧野・六村・佳例川（旧柴建・

旧前川内・旧内場・旧立元・旧牧野中・旧辰伴）
福山総合支所
市民生活課

（市民福祉グループ）
14：00 ～ 16：30 平野・東牧之原・西牧之原

期日 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名

4/23 
（火）

松永地区
公民館

9：00 ～ 9：40 宇都・花山・みゆき苑・ケアハウスみゆき苑・グ
ループホーム隼人・春光園

小浜地区
公民館

9：00 ～ 9：25 埓上・里上・小浜団地・小牧
9：25 ～ 10：20 長浜・馬場・加納内・埓下・里下

9：40 ～ 10：00 湯の里・松永ヒルズ・武安・翔陽の杜・医療センター 人権啓発センター 10：50 ～ 11：20 真孝西１～６
10：00 ～ 10：50 下平・三田坪・上小鹿野・下小鹿野

日当山地区
公民館

13：30 ～ 14：10 橋之口・東馬場・中須東・中須西・西光寺
10：50 ～ 11：30 平熊・津曲・春山台・平熊東 14：10 ～ 14：40 しゅじゅどん・東郷団地・湯田

表木山公民館 13：40 ～ 14：00 表木山・迫間 14：40 ～ 15：10 高畑・新高畑・山下・新溝・糸走
中福良公民館 14：20 ～ 14：40 井手上・立神・下中福良・中中福良

15：10 ～ 15：40 松元・鳥越・牟田・東林寺・日当山団地・東郷
ニュータウン中福良地区公民館 15：00 ～ 15：25 餅田上・餅田下・堂地東・堂地西・中初場・中牟田・坂下・内無

妙見消防車庫 15：55 ～ 16：15 妙見・安楽

4/24 
（水）

真孝公民館
9：00 ～ 9：30 真孝１～４

隼人塚団地
公民館

9：00 ～ 9：30 隼人塚団地１～８班
9：30 ～ 10：00 真孝５～ 10 9：30 ～ 10：00 隼人塚団地９～ 16班

10：00 ～ 10：30 真孝13 ～ 17 10：00 ～ 10：30 隼人塚団地17 ～ 23班

本町公民館
13：30 ～ 14：10 本町１～４・松山１～４

天降川地区
共同利用施設

13：30 ～ 14：00 木之房１・木之房２・木之房団地・川原団地
14：10 ～ 14：40 納屋１～６・浜之市団地 14：00 ～ 14：30 湯之元１・湯之元２・高江・グリーンタウン・鼻切

川尻公民館 15：10 ～ 15：50 川尻東・川尻西・川尻北 14：30 ～ 15：00 天降川・天降川団地・県営天降川団地・京セラ寮

4/25 
（木）

新川防災
センター

9：00 ～ 9：50 新川１～９

隼人姫城地区
公民館

13：30 ～ 14：00 大鳥・山野東・山野中・山野北・稲成田・諏訪
9：50 ～ 10：30 住吉１～９・住吉団地 14：00 ～ 14：50 新七・中姫城東・中姫城西

10：30 ～ 11：10 住吉10 ～ 18
14：50 ～ 15：30 姫城温泉東・姫城温泉西・姫城温泉南・中城上・中城

中・中城下
小野地区
公民館

13：30 ～ 14：00 東前・東後・溝上・中央１
14：00 ～ 14：30 中央２・小田中福良・小田西 15：30 ～ 16：00 姫城団地・新姫城団地・平岡団地・西瓜川原
14：30 ～ 15：00 野久美田１・野久美田２・清水

4/26 
（金）

隼人市民
サービス
センター

（旧隼人庁舎）

8：50 ～ 9：30
沢馬場１・沢馬場２・上野・ファナック寮・大津・
堀之内・朝日・息長・宮下・ライベクスト・内山田
団地・第２内山田団地 隼人市民

サービス
センター

（旧隼人庁舎）

10:10 ～ 10:50 原・中道１の西・駅前1 ～ 4・見次5 ～ 8・セジュ 
ール孝元

9：30 ～ 10：10 見次１～４・窪町・雇用促進住宅・御前馬場東・御
前馬場西・中道・中道１の東 10:50 ～ 11:30

菩提寺・菩提寺東・菩提寺団地・第２菩提寺団地・
神宮台・宇都山・朝日団地・中道２・野崎・県営小
田団地・高専寮・宮西・大津団地・ドラゴン・テク
ノセンター・田方団地・ひまわり団地・ひかり野

国　分▶▶▶▶▶▶
期日 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名 配布場所 時　間 対　象　自　治　会　名

4/22
（月）

上之段公民館 9：00 ～ 9：30 上之段・木場・深迫・平下・朴木・丸尾・後川内 国分
児童体育館

13：20 ～ 14：05 広瀬（８～ 10・16）
14：05 ～ 14：50 広瀬（17～19・21・24）・西山下団地・大野原団地（１・２）

永山公民館 10：00 ～ 10：20 永山 上井公民館 14：40 ～ 15：40 一条・垂元・美の前・内門・黒塚・星隈・岩崎・
向川原・永迫・上井団地・梅ヶ谷・花建

塚脇公民館 10：50 ～ 11：20 塚脇
広瀬公民館

15：05 ～ 15：50 広瀬（１・6・7）
平山地区公民館 9：00 ～ 9：40

内野々・渡瀬・平山・神子落・野坂・野平・仁
田原・長谷・口輪野

15：50 ～ 16：35 広瀬（11 ～ 15）・須戸川団地

口輪野公民館 10：20 ～ 10：50 川内公民館 15：55 ～ 16：40 芦原東・芦原西・高日山・上川内・見帰・鎮守
尾・川内団地・神崎・下川内上・下川内下

4/23 
（火）

福島地区
コミュニティ

センター
併用施設

09：00 ～ 09：40 福島（１～ 4）
本戸公民館 13：30 ～ 14：00 本戸
木原公民館 14：40 ～ 15：10

上木原・中木原・浮塚・牧内・高松・松ヶ野・
黒石09：40 ～ 10：20 福島（5 ～ 8）

松ヶ野公民館 15：30 ～ 15：45
黒石公民館 16：00 ～ 16：15

上小川公民館 10：40 ～ 11：40

前馬場（１～３）・後馬場東・後馬場西・下村東・
下村西・神田東・神田西・山下（１・２）・園田・園
田団地・宮下団地・迫田（１・２）・宮下団地友の
会第２

松木公民館 13：30 ～ 14：30 越倉・松木西・松木元・松木中
野口公民館 15：00 ～ 15：40

野口地区自治公民館に属する全自治会
野口公民館西集会所 16：00 ～ 16：30

4/24 
（水）

東その山
公民館 9：00 ～ 10：15

剣之宇都・岩戸・道場口・妻屋・止上・重久・
重久団地（１～３）・岩戸温泉ニュータウン・
岩戸ニュータウン・サンヒルズ重久・新重久団
地・重久共済住宅・重久牧内

清水公民館
13：20 ～ 14：10 玄亀庵・羽坂・清水本町・新田・安田口・牟田・

寺馬場・清水東・豊北

14：10 ～ 14：50 弟子丸・清水団地・新清水団地・小畑・小畑東・新泉・
中台・清水橋・内堀切・かぎんアパート・さくら

三郷公民館 13：20 ～ 14：20 三郷・馴松・片平・清水台
春山あおぞら

直売所
（旧春山公民館隣）

10：35 ～ 10：50 春山
毛梨野公民館 14：50 ～ 15：05 毛梨野
芦谷公民館 15：20 ～ 15：35 芦谷
川原公民館 15：50 ～ 16：20 立川・中市・萩之元・河内・上薄木・下薄木・河内第１

姫城公民館
（国分） 10：40 ～ 11：40 阿多石・竹下・平岡・田辺 郡山公民館 15：30 ～ 16：30

宇都良・永田・辻・辻松山・台明寺・天神台・グリー
ンヒル郡田・宮ノ前・ゆうゆうタウン・つつ
じヶ丘・青葉ニュータウン・久保田・久保田西・
KUBOTAタウン・夢ヶ丘・山元・青葉南

4/25 
（木）

敷根公民館 09：00 ～ 10：30
浜馬場・松山・検校橋団地・西浜馬場・西馬場・
赤川・町門・東黒潮・新馬場・大王・島馬場・
門倉・阿御前・大田・一心・高橋・脇元・上前・
忍・南西上・西上・敷根団地

新町公民館 13：20 ～ 14：10 新町地区自治公民館に属する全自治会

下井公民館 10：50 ～ 12：00
東今村・検校川・西今村・東上新・西上新・東
前田・西前田・東下新・西下新・東内の丸・西
内の丸・上花園・花園・銅田

向花地区
コミュニティ

センター
14：30 ～ 15：20 向花向江・向花東・向花平田・向花中・向花西・

奈良田団地

湊公民館 11：00 ～ 11：50 奈敷（1・2）・出口・中福良南・中福良北・新地東・
新地西・拝田東・拝田西・羽白 府中公民館 15：40 ～ 16：30 府中地区自治公民館に属する全自治会

4/26 
（金）

国分シビック
センター
行政庁舎
別館1階

長寿介護課

10：00 ～ 11：30

名波（1～6）・東戸崎団地・宇都・鐘突・東上・愛宕・
夕日ヶ丘・中之馬場・東中・東中団地・東馬場・
車田・上車田・東下・下中之馬場・唐仁東（1・2）・
唐仁中・唐仁西・唐仁団地・まいづる・四方田団
地・城山・中車田・名波ハイタウン（1 ～ 8）・県
営名波ハイタウン・四方田救済

国分シビック
センター
行政庁舎
別館1階

長寿介護課

13：30 ～ 15：00

竪馬場・旭通り・中立・下立・東町・仲町・秋葉通り・
西町・西上・鳥越・御里・西中・国分西馬場・駅前・西
下・西下東・道場下・川跡南（1～ 3）・川跡上・川跡
西・川跡東・川跡中・福島団地・サンパーク国分・パ
レスト国分・サンパーク国分Ⅲ・サンパーク霧島
レジデンス・メディカーサ国分中央

■対象
霧島市に住民票がある満70歳以

上の人、身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳を持ってい
る人。
※ ４月中に70歳になる人は下記の日

程で、５月以降に70歳になる人は、
誕生月から長寿介護課、隼人市民
福祉課、各総合支所市民生活課で
交付。

■交付内容
⃝ はり・きゅう・あん摩マッサージ利

用券１冊（500円券が10枚）

⃝ 温泉・市営プール・バス・タクシー利
用券１冊（50円券が80枚）

■利用方法など
⃝ タクシーは１回の乗車につき、１人

初乗り運賃相当額（100円未満切り
捨て）まで
⃝ 差額は現金などで支払ってください
⃝ はり・きゅう・あん摩マッサージ利

用券は、各種健康保険適用の施術
には利用できません
⃝ 利用できるバス・タクシー＝市内発

着のふれあいバスと路線バス（鹿児
島交通㈱、南国交通㈱）、タクシー

⃝ 利用期限＝令和７年３月31日（月）
■受領に必要な物

本人の印鑑（認め印可、スタンプ式
は不可）。夫婦、同一世帯は同じ印鑑
でも可。代理受け取りは、対象者の
印鑑が必要。

■事業者の登録
いきいきチケットの利用事業

者登録には申請が必要です。詳
細は問い合わせください。

�問＝�長寿介護課  ☎（64）0704、隼人
市民福祉課、各総合支所市民生
活課

いきいきチケットを交付します
はり・きゅう・あん摩マッサージ利用券��温泉・市営プール・バス・タクシー利用券
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